
日本銀行の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成22年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

総裁

副総裁

審議委員

監事

監事（非常勤）

理事

「特別職の職員の給与に関する法律」の適用を受ける国家公務員の給与改定状況等を勘案

し、役員俸給の引下げ（前年比△0.2％）および役員手当の減額により、年収を前年比1.5％

引下げた。

同上

役員報酬については、日本銀行法第31条に基づき、「特別職の職員の給与に関する法律」（昭和二十四年

法律第二百五十二号）の適用を受ける国家公務員の給与その他の事情を勘案して定めることとされており、

業績反映は行っていない。

同上

同上

該当者なし

「特別職の職員の給与に関する法律」の適用を受ける国家公務員の給与改定状況等を勘理事

理事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成22年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

34,396 24,344 10,052 0 （　-　） ※

千円 千円 千円 千円

27,178 19,260 7,918 0 （　-　） ※

千円 千円 千円 千円

27,178 19,260 7,918 0 （　-　）

千円 千円 千円 千円

26,062 18,456 7,606 0 （　-　） 23年3月31日

千円 千円 千円 千円

26,062 18,456 7,606 0 （　-　）

千円 千円 千円 千円

26,062 18,456 7,606 0 （　-　）

千円 千円 千円 千円

26,062 18,456 7,606 0 （　-　）

千円 千円 千円 千円

24,730 18,456 6,274 0 （　-　）
審議

委員E

審議
委員D

副総裁
B

審議
委員A

審議
委員C

総裁

前職

副総裁
A

審議
委員B

役名
就任・退任の状況

その他（内容）

「特別職の職員の給与に関する法律」の適用を受ける国家公務員の給与改定状況等を勘案

し、役員俸給の引下げ（前年比△0.2％）および役員手当の減額により、年収を前年比1.5％

引下げた。

同上

役員報酬については、日本銀行法第31条に基づき、「特別職の職員の給与に関する法律」（昭和二十四年

法律第二百五十二号）の適用を受ける国家公務員の給与その他の事情を勘案して定めることとされており、

業績反映は行っていない。

同上

同上

該当者なし

該当者なし

「特別職の職員の給与に関する法律」の適用を受ける国家公務員の給与改定状況等を勘

案し、役員俸給の引下げ（前年比△0.2％）および役員手当の減額により、年収を前年比

1.5％引下げた。



千円 千円 千円 千円

17,450 13,839 3,611 0 （　-　） 22年7月1日

千円 千円 千円 千円

15,412 10,660 4,752 0 （　-　） ※

千円 千円 千円 千円

15,412 10,660 4,752 0 （　-　） ＊

千円 千円 千円 千円

15,412 10,660 4,752 0 （　-　） ※

千円 千円 千円 千円

4,360 1,521 2,839 0 （　-　） 22年5月8日 ※

千円 千円 千円 千円

5,905 2,498 3,407 0 （　-　） 22年6月2日 ※

千円 千円 千円 千円

10,158 5,616 4,542 0 （　-　） 22年8月20日 ＊

千円 千円 千円 千円

21,002 14,500 6,502 0 （　-　） ※

千円 千円 千円 千円

21,002 14,500 6,502 0 （　-　） ※

千円 千円 千円 千円

21,002 14,500 6,502 0 （　-　） ※

千円 千円 千円 千円

17,209 12,979 4,230 0 （　-　） 22年5月9日 ※

千円 千円 千円 千円

15,663 12,001 3,662 0 （　-　） 22年6月3日 ※

千円 千円 千円 千円

11,463 8,884 2,579 0 （　-　） 22年8月21日 ＊

注）：本表の「前職」欄の「＊」は、退職公務員、「※」は、独立行政法人等を退職した者であることを示す。

３　役員の退職手当の支給状況（平成22年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

監事C

理事B

理事F

理事A

理事C

監事B

理事E

審議
委員F

理事D

理事G

理事H

理事I

監事A

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

43,740 10 0 23年3月31日 -- 業績評価対象外

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

10,881 4 0 22年5月8日 1.5

千円 年 月

10,881 4 0 22年6月2日 1.5

千円 年 月

10,881 4 0 22年8月20日 1.5

注）：本表の「前職」欄の「＊」は、退職公務員、「※」は、独立行政法人等を退職した者であることを示す。
　　　

業績勘案率については、内部規程の定め
に従い、業績評価委員会が決定。なお、
支給額のうち、業績勘案率の対象は
10,881千円。

理事B

業績勘案率については、内部規程の定め
に従い、業績評価委員会が決定。なお、
支給額のうち、業績勘案率の対象は
10,881千円。

理事C

業績勘案率については、内部規程の定め
に従い、業績評価委員会が決定。なお、
支給額のうち、業績勘案率の対象は
10,881千円。

※

※

＊

理事A

審議
委員

監事

法人での在職期間

副総裁

摘　　要

総裁



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

定例給与

制度の内容

（管理職）
業績に顕れた能力に基づき、年1回、年俸を査定。年俸の12分の1の額を
定例給与としている。

（非管理職）
年1回、業務遂行上必要な能力の伸長度合いの評価を行い、これに基づ
き支給している。

半期毎（管理職については通年）の勤務成績により支給する賞与（査定支給部分）

「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」に基づき、業務及び財産の公共性にか

んがみ、その総額を含めて適正かつ効率的なものとなるよう配慮している。

「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」に基づき、職員の給与は、能力､職責及

び勤務成績等に応じたものとしている。

「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」は、日本銀行法第31条に基づき、社

会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、財務大臣に届け出るとともに、公表してい

る。この基準では、職員給与については、「適切な政策運営及び業務サービスの維持･

向上を図るために必要な人材を確保する上で十分競争力のあるものとし、そうした人材

の、主要民間金融機関のほか主要民間企業等における処遇の実情をも勘案」して決定

することとしている。

　ウ 平成22年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

4,104 42.1 7,839 6,088 127 1,751
人 歳 千円 千円 千円 千円

52 52.9 18,880 14,485 117 4,395
人 歳 千円 千円 千円 千円

3,642 41.1 7,864 6,104 122 1,760
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

410 50.1 6,217 4,879 167 1,338

人 歳 千円 千円 千円 千円

14 ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 38.1 11,730 9,597 0 2,133

その他職種

事務・技術

事務・技術

指定職相当職員

在外職員

半期毎（管理職については通年）の勤務成績により支給する。賞与（査定支給部分）

区分 人員

教育職種

うち賞与平均年齢
平成22年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内

指定職相当職員

研究職種

常勤職員

「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」に基づき、業務及び財産の公共性にか

んがみ、その総額を含めて適正かつ効率的なものとなるよう配慮している。

「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」に基づき、職員の給与は、能力､職責及

び勤務成績等に応じたものとしている。

主要民間金融機関、主要民間企業における給与処遇の実情等を勘案し、賞与支給率の

改訂により、年収ベースでは2.5％の引下げを実施した。

「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」は、日本銀行法第31条に基づき、社

会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、財務大臣に届け出るとともに、公表してい

る。この基準では、職員給与については、「適切な政策運営及び業務サービスの維持･

向上を図るために必要な人材を確保する上で十分競争力のあるものとし、そうした人材

の、主要民間金融機関のほか主要民間企業等における処遇の実情をも勘案」して決定

することとしている。

12 38.1 11,730 9,597 0 2,133



人 歳 千円 千円 千円 千円

5 45.1 7,644 5,762 98 1,882
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 45.1 7,644 5,762 98 1,882
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

教育職種

研究職種

任期付職員

事務・技術

その他職種

その他職種

その他職種

教育職種

研究職種

教育職種

非常勤職員

事務・技術

研究職種

事務・技術

再任用職員

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注2：常勤職員および在外職員のうち、指定職相当職員とは、局長･審議役級をいう（以下同じ）。
注3：常勤職員のうち、その他職種とは庶務職員等をいう。
注4：在外職員（指定職相当職員）については、該当者が2名であるため、当該個人に関する情報が特定される
　　おそれのあることから、人数以外は記載していない（以下同じ）。
注5：各項目で端数処理を行っているため、各項目の合計が、総額と一致しない場合がある。

＜うち年俸制適用者＞

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

657 47.6 14,847 11,434 119 3,413
人 歳 千円 千円 千円 千円

52 52.9 18,880 14,485 117 4,395
人 歳 千円 千円 千円 千円

605 47.2 14,500 11,172 119 3,328
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

7 ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 44.1 14,741 12,015 0 2,726

注1：年俸適用者については、任期付職員、再任用職員および非常勤職員の該当者はいない。
注2：各項目で端数処理を行っているため、各項目の合計が、総額と一致しない場合がある。

事務・技術

区分 人員 平均年齢
平成22年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

研究職種

事務・技術

教育職種

その他職種

在外職員

指定職相当職員

常勤職員

指定職相当職員



② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

注1：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注2：年俸適用者（除く指定職相当職員）および年俸制以外の任期付職員を含む。以下、④および⑤において同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

参事役級 71 48.7 16,919 17,203 17,639

企画役級 534 46.9 13,527 14,006 14,694

非管理職級 3,037 39.9 4,723 6,419 7,899

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ
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20～23歳 24～27 28～31 32～35 36～39 40～43 44～47 48～51 52～55 56～59

（人）（千円）

人員(右目盛)

平均(左目盛)

第1分位(左目盛)

第3分位(左目盛)

国･平均(左目盛)

（事務・技術職員＜年俸適用者以外＞） （事務・技術職員＜年俸適用者＞）

区分 計 ―― 区分 計 ―― ――

標準的 標準的
な職位 な職位

人 人 人 人 人

3,037 3,037 605 71 534
（割合） (100.0%) （割合） （11.7%） （88.3%）

歳 歳 歳

59～22　 57～44 59～35

千円 千円 千円

10,307～1,871 14,252～10,454 13,200～6,428

千円 千円 千円

12,854～2,428 18,133～13,919 16,952～8,515

（事務・技術職員＜年俸適用者以外の任期付職員＞） （参考）指定職相当職員

区分 計 ―― 区分 計 ――

標準的 標準的
な職位 な職位

人 人 人 人

5 5 52 52
（割合） (100.0%) （割合） （100.0%）

歳 歳

61～35 57～49

千円 千円

9,480～2,819 16,174～11,507

千円 千円

12,720～3,674 20,846～15,055

③  職級別在職状況等（平成２３年４月１日現在）（事務・技術職員）

――

人員

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～

最低)

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年間給与
額(最高～

最低)

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給与年額
(最高～最低)

年齢（最高
～最低）

年齢（最高～最
低）

年間給与額(最高
～最低)

局長･審議役級

非管理職級 企画役級参事役級

年間給与額(最高
～最低)

年齢（最高～最
低）

所定内給与年額
(最高～最低)

最低)



夏季（５月） 冬季（１１月） 計
％ ％ ％

46.7 100.0 73.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

53.3 0.0 26.3

％ ％ ％

         最高～最低 66.5～23.9　 ―― 37.9～11.7
％ ％ ％

72.6 72.4 72.5

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 27.4 27.6 27.5

％ ％ ％

         最高～最低 45.0～0.0 44.1～0.0 44.5～0.0

⑤

127.4

法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出。

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １２１.３

参考 学歴勘案　　　　　　 １２８.３

地域・学歴勘案　 　１２２.５ 　

対国家公務員（行政職（一））

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準に置き換えた場合の給与水準を１００として、

内容

④

一律支給分（期末相当）

職員と国家公務員との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

一般
職員

区分

対国家公務員　　１２７.４

指数の状況

項目

一律支給分（期末相当）

管理
職員

賞与（平成２２年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

　日本銀行法第31条において、日本銀行は、職員の給与等の支給の基準（以下「支給の基準」
という。）を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務大臣に届け出るとともに、
公表するよう規定されている。

　「支給の基準」では、「適切な政策運営及び業務サービスの維持･向上を図るために必要な人支給 準」 、 適切 政策運営及 業務サ 維持 向 図 要 人
材を確保する上で十分競争力のあるものとし、そうした人材の、主要民間金融機関のほか主要
民間企業等における処遇の実情をも勘案」して、給与等を定めることとしている。

　日本銀行の給与水準が国家公務員の給与水準に比べて高くなっているのは、こうした主要民
間金融機関、主要民間企業等の給与が国家公務員の給与水準に比べて高いことが背景となっ
ていると考えられる。因みに、日本銀行が参考としている主要民間金融機関、主要民間企業等
のうち、平均給与額等を公表している先の平均年間給与は以下のとおりとなっている。
　
　・主要民間金融機関・主要民間企業注1　平均年齢40.4歳　平均年間給与額8,370千円（21年度）
　・国家公務員（行政職（一））注2　平均年齢 41.9歳　平均年間給与額6,339千円
　・日本銀行（事務･技術）注3　平均年齢 41.1歳　平均年間給与額7,864千円

　　注1　各社平成22年3月期有価証券報告書
     注2　平成22年人事院勧告資料（行政職俸給表（一）モデル給与例）
     注3　①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の3,642人及び任期付職員欄の5人の計3,647人
　　　　　　ベース

・財務大臣の検証結果
　日本銀行法の規定に基づき定められた「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」において、日
本銀行は、給与等の支給の基準を定めるに当たっては、「日本銀行の適切な政策運営及び業務サービス
の維持・向上を図るために必要な人材を確保する上で十分競争力のあるものとし、そうした人材の、主要
民間金融機関のほか主要民間企業等における処遇の実情をも勘案すること」とされていることに留意する
必要がある。
  いずれにせよ、日本銀行職員の給与水準については、国民の理解を得られる適正なものとなるよう、引き
続き努力が求められる。

講ずる措置

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　日本銀行では、日本銀行法第31条の規定に基づき策定・公表した「日本銀行における職員の
給与等の支給の基準」の基本的な考え方に従い、毎年度、職員給与等の改訂を行っている。
　具体的には、「日本銀行の適切な政策運営及び業務サービスの維持・向上を図るために必要
な人材を確保する上で十分競争力のあるものとし、そうした人材の、主要民間金融機関のほか主
要民間企業等における処遇の実情をも勘案すること」、「日本銀行の業務及び財産の公共性に
かんがみ、その総額を含めて適正かつ効率的なものとなるよう配慮すること」等の考え方が示さ
れており、これらを踏まえて毎年度の給与等について、決定している。
　23年度以降についても、こうした考え方に基づき、引き続き、職員の給与等の改訂を適切に
行っていく方針である。
  なお、23年度の職員の年収改訂率は、前年度比0.0％とした（23年10月決定）。



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成22年度）

前年度
（平成21年度）

千円 千円 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

585,806

（    △2.5）
退職手当支給額

9,274,344

非常勤役職員等給与
128,061

56,039,621

39,385,618

△232,946

△722,00240,107,620

（　 　21.9）

区　　分 比較増△減

給与、報酬等支給総額

713,867

総人件費改革の取組状況

△677,949 （　　△1.2）

（    △1.8）

9,507,290

福利厚生費
6,665,792 6,516,854 148,938 （      2.3）

最広義人件費
56,717,570

・対前年比状況

平成22年度においては年収改訂等に伴い「給与、報酬等支給総額」が前年度比△1.8％の減少となり、「退職手当支

給額」が同△2.5％減少したこともあって「最広義人件費」では同△1.2%となった。

・人件費削減の取組状況

日本銀行では、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）及

び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、平成18年度から22年度までの5年間に、人員につ

いて5％以上の純減を行うことを基本とした対応に取り組んできた。

この結果、当行の基準日（平成18年3月31日）の人員数（役職員数、以下同じ。）は4,980人、平成22年度末日の人

員数は4,705人、人員純減率は△5.5％となった。

基準年度
（平成17年度）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

4,980 4,930 4,869 4,782 4,821 4,705

△　1.0 △　2.2 △　4.0 △　3.2 △　5.5

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

総人件費改革の取組状況

年　　　度

人員数
（人）

人員純減率
（％）

・対前年比状況

平成22年度においては年収改訂等に伴い「給与、報酬等支給総額」が前年度比△1.8％の減少となり、「退職手当支

給額」が同△2.5％減少したこともあって「最広義人件費」では同△1.2%となった。

・人件費削減の取組状況

日本銀行では、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）及

び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、平成18年度から22年度までの5年間に、人員につ

いて5％以上の純減を行うことを基本とした対応に取り組んできた。

この結果、当行の基準日（平成18年3月31日）の人員数（役職員数、以下同じ。）は4,980人、平成22年度末日の人

員数は4,705人、人員純減率は△5.5％となった。

・財務大臣の検証結果

上記のとおり、平成22年度末日の人員数は4,705人となっており、平成18年度から22年度までの5年間における人員

純減率（△5.5%）は目標（△5％以上）を達成するものとなっている。


